
号

外

一�
平

成
三
十
年

三

月
十
六
日

���������������
目

次

条

例

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

人

事

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

三

○
岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

農
地
整
備
課)

四
〇

◇
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
号)

一

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
〇
五
月
分
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
条
、
第
三
条
、
第
五

条
及
び
第
七
条
関
係)

二

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
六
月
期
と
一
二
月
期
の

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八

条
関
係)

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
中
一
に
係
る
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
二
に
係
る
規
定
は
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と
と
し
た
。

２

一
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
二
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

条
例
第
三
号)

一

岐
阜
県
人
事
委
員
会
の
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
三
日
付
け
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
に
鑑
み
、

次
の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

医
師
・
歯
科
医
師
の
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
月
額
の
上
限
額
を
四
〇
〇
円
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
の
二
関
係)

２

勤
勉
手
当(

任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当)

に
つ
い
て
、

年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
一
月(

一
部
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
〇
五
月)

分
引
き
上
げ

る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
五
条
関
係)

３

勤
勉
手
当(
任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当)

に
つ
い
て
、

( ) 平成30年３月16日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日



六
月
期
と
一
二
月
期
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
五
条
関
係)

４

給
料
表
に
つ
い
て
、
若
年
層
に
重
点
を
置
い
て
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

(
別
表
第
一
〜
別
表
第
五
関
係)

二

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
中
一
１
、
２
及
び
４
に
係
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
一
３
に
係
る
改
正
規
定
は
平
成
三
〇
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
１
及
び
４
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
平
成
二
九
年
四
月
一
日
か
ら
、
一
２
に
よ
る
改
正

後
の
規
定
は
平
成
二
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
号)

一

国
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
地
元
負
担
金
の
額
の
特
例
と
し
て
、
国
営
施
設
応
急
対
策
事
業

と
し
て
行
う
国
営
長
良
川
用
水
土
地
改
良
事
業
に
係
る
地
元
負
担
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。(

付
則
第
一
九
項
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
二
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
二
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・

五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・

五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・

五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
改
正)

第
七
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

昭
和
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

第
八
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
二
百
五｣

に
、｢

百
分
の
二
百
二
十
二
・

五｣
を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

附

則
(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
中
第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
条
、

第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
知
事
及

び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

(

期
末
手
当
の
内
払)

３

改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
期
末
手

当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

の
内
払
と
み
な
す
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

三
十
六
万
八
千
円｣

を｢

三
十
六
万
八
千
四
百
円｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
八
十
五｣

を｢

百
分
の
九
十
五｣

に
、｢

百
分
の
百

五｣

を｢

百
分
の
百
十
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
九
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
九
十
七
・

五｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百
分
の
四
十｣

を｢

百
分
の
四
十
五｣

に
、｢

百
分
の
五
十｣

を

｢

百
分
の
五
十
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
九
十
五｣

を｢

百
分
の
九
十｣

に
、｢

百
分
の
百
十

五｣

を｢
百
分
の
百
十｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
九
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
九
十
五｣

に

改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百
分
の
四
十
五｣

を｢

百
分
の
四
十
二
・
五｣

に
、｢

百
分
の
五
十
五｣

を｢

百
分
の
五
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第

四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
六
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢402,000｣

を｢403,000｣
に
、｢463,000｣

を｢464,000｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中｢334,000｣

を｢335,000｣
に
、｢371,000｣

を｢372,000｣

に
、｢400,000｣

を｢401,000｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
六
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣
に
改
め
る
。

別
表
中｢379,000｣

を｢380,000｣

に
、｢428,000｣

を｢429,000｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
六
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
六
十
五｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

以
下

｢

勤
務
条
件
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例｣

と
い
う
。)

の

規
定
、
第
三
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て｢

任
期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
任

期
付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て｢

任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

第

五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例

(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
し
、
第
一
条
の
規
定(

勤
務
条
件
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に

よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定(

任
期
付
研
究
員
条
例
第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定

に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定(

任
期
付
職
員
条
例
第
五
条
第
二

項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
は
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

３

改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の

規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
務
条
件
条
例
の
規
定
に

基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給

さ
れ
た
給
料
を
含
む
。)

又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
研
究
員
条
例
若
し
く
は
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ

ぞ
れ
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与(

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含
む
。)

又
は
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
若
し
く
は
改
正

後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
条
例
第
四
号

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
負
担
金
等
徴
収
条
例(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

19

国
営
施
設
応
急
対
策
事
業
と
し
て
行
う
国
営
長
良
川
用
水
土
地
改
良
事
業
に
係
る
負
担
金
に
限
り
、

第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

百
分
の
五
十｣

と
あ
る
の
は
、

｢

五
百
分
の
二
百
九(

耐
震
化
対
策
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
一)｣

と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成30年３月16日 岐 阜 県 公 報 号 外 �41
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